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人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
四
年
五
月
七
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
（
本
庁
）
の
項
中
「
部
長
」
を
「
部
長
　
森
林
技
監
」
に
改
め
、
同

「

「

表
教
育
庁
（
本
庁
）
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

別
表
第
二
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
県
税
事
務
所
の
項
中
「
主
幹
」
を
「
課
長
　
班
長

（
秋
田
県
税
事
務
所
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
秋
田
県
立
大

学
の
項
中
「
学
部
長
」
を
「
学
部
長
　
研
究
科
長
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機

関
）
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
支
所
長
」
を
「
総
務
企
画
課
長
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務

部
局
（
地
方
機
関
）
福
祉
事
務
所
の
項
中
「
次
長
」
を
削
り
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機

関
）
保
健
所
の
項
中
「
所
長
　
次
長
　
支
所
長
」
を
「
所
長
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局

（
地
方
機
関
）
太
平
療
育
園
の
項
、
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精

神
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
総
看
護
婦
長
」
を
「
総
看
護
師
長
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局

（
地
方
機
関
）
総
合
生
活
文
化
会
館
の
項
中
「
管
理
・
調
整
班
の
」
を
削
り
、
同
表
知
事
の
事
務
部

局
（
地
方
機
関
）
総
合
農
林
事
務
所
の
項
中
「
次
長
　
出
張
所
長
」
を
「
出
張
所
長
　
総
務
班
の
班

長
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
次

長
」
を
削
り
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
農
業
研
修
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
所
長
」
を

「
所
長
　
総
務
班
の
班
長
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
北
海
道
事
務
所
の
項

中
「
所
長
」
を
「
所
長
　
班
長
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
福
岡
事
務
所
の

項
中
「
上
席
主
幹
」
を
削
り
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
企
業
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中

「
所
長
」
を
「
所
長
　
企
業
専
門
監
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
建
設
事
務

所
の
項
中
「
次
長
」
を
「
総
務
課
長
」
に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
（
地
方
機
関
）
芋
川
災
害

復
旧
事
務
所
の
項
中
「
総
務
班
」
を
「
総
務
・
用
地
班
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
１
中
「
次
長
」

（
東
京
事
務
所
、
自
治
研
修
所
、
農
業
試
験
場
、
果
樹
試
験
場
、
総
合
食
品
研
究
所
、
畜
産
試
験

場
、
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
、
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
、
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
高
度
技
術
研
究
所
の

次
長
を
除
く
。
）
、
「
主
幹
」
」
を
「
課
長
」
（
県
税
事
務
所
の
課
長
に
限
る
。
）
、
「
班
長
」

（
県
税
事
務
所
の
班
長
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
２
中
「
、
「
管
理
・
調
整
班
」
」
を

削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

１

人

事

委

員

会

規

則

幼
児
・
養
護
教
育
課
、
義
務
教
育
課
及
び
高
校
教

育
課
に
お
い
て
教
職
員
の
人
事
及
び
服
務
の
事
務

を
担
当
す
る
主
幹
及
び
副
主
幹

義
務
教
育
課
に
お
い
て
教
職
員
の
給
与
の
事
務
を

担
当
す
る
主
幹
、
副
主
幹
及
び
主
査

幼育を

児
・
養
護
教
育
課
、
義
務
教
育
課
及
び
高
校
教

課
に
お
い
て
教
職
員
の
人
事
及
び
服
務
の
事
務

担
当
す
る
主
幹
及
び
副
主
幹

児
・
養
護
教
育
課
、
義
務
教
育
課
及
び
高
校
教

課
に
お
い
て
教
職
員
の
人
事
及
び
服
務
の
事
務

担
当
す
る
主
幹
及
び
副
主
幹
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